
医師の労働時間短縮計画の作り方
～どのように医療勤務環境改善を進めるか～

【ポイント解説】

＜本日押さえていただきたいこと＞

●医師労働時間短縮計画
（医療機関勤務環境評価センターによる評価｟概要｠）

●医療勤務環境改善マネジメントシステム

資料第３回 医師の働き方改革に関するセミナー
令和４年３月８日（火）１９：００～２０：３０ 鹿児島県医師会館 4階大ホール

鹿児島県医師会／鹿児島県医療勤務環境改善支援センター 共催

講師 医療労務管理アドバイザー 新屋 尋崇
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新屋 尋崇（しんや ひろたか）

鹿児島建設新聞令和3年11月12日記事より

講師プロフィール

医療労務管理アドバイザー
特定社会保険労務士
産業カウンセラー
認定登録 医業経営コンサルタント
医療労務コンサルタント

人事・組織コンサルティング
ファシリテーション
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医師労働時間短縮計画



3

【参考】 医師の働き方改革の全体像

令和３年度厚⽣労働省委託事業医療従事者勤務環境改善のための助⾔及び調査業務アドバイザー研修会 資料より
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医療機関が取組むべきこと

医療機関：労働時間短縮に向けた取組と適切な労務管理

➢労働時間短縮に向けた取組
・タスク・シフト／シェア
・医師の業務の削減
・変形労働時間制等の導入
・ICT等の活用
・その他の業務削減・効率化
➢医師の確保 ⇔ 医師偏在対策
➢診療体制の見直し ⇔ 地域医療構想

（取組の前提として）
➢労務時間管理の徹底

・客観的な手法による労働時間の把握
・３６協定の締結
・宿日直、研鑽の適正な取扱い 等

➢追加的健康確保措置
・連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息
・面接指導 等
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１．医師の働き方改革の動向について
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１．医師の働き方改革の動向について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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１．医師の働き方改革の動向について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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１．医師の働き方改革の動向について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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１．医師の働き方改革の動向について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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【参考】
令和４年２月１日 ［告示］

医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成すること
が公益上特に必要と認められる特定分野を公示する件（令和４年厚生労働省告示第 23 号）

☞ 特定高度技能研修機関（いわゆるC-2）の指定に関し、特定分野は厚生労働大
臣が公示することとされており、当該特定分野を公示したもの。

一 内科領域 八 眼科領域 十五 臨床検査領域
二 小児科領域 九 耳鼻咽喉科領域 十六 救急科領域
三 皮膚科領域 十 泌尿器科領域 十七 形成外科領域
四 精神科領域 十一 脳神経外科領域 十八 リハビリテーション科領域
五 外科領域 十二 放射線科領域 十九 総合診療領域
六 整形外科領域 十三 麻酔科領域
七 産婦人科領域 十四 病理領域

１．医師の働き方改革の動向について

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220214_01.pdf より

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220214_01.pdf
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１．医師の働き方改革の動向について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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１．医師の働き方改革の動向について

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf より

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf
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１．医師の働き方改革の動向について

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf より

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf
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１．医師の働き方改革の動向について

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf より

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf
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１．医師の働き方改革の動向について

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf より

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf
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１．医師の働き方改革の動向について

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf より

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf
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１．医師の働き方改革の動向について

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf より

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf
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１．医師の働き方改革の動向について

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf より

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220120_1.pdf
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２．医師労働時間短縮計画について
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料１より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料１より
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ 参考資料より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より



24

２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より



25

２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

第１３回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料１－４より抜粋・編集

医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
評価全体の大きな視点（５点）

① 労務管理体制の構築と人事・労務管理の各種規程の整備と周知
評価項目 ☞ 「1.1.1、1.1.2、1.1.3、1.1.4」

② 勤務医の勤務計画の計画的な作成
評価項目 ☞ 「2.1.1」

③ 勤務医の労働時間の実態把握と管理
評価項目 ☞ 「2.1.2、3.1.1」

④ 医師の労働時間短縮に向けた取組
評価項目 ☞ 「2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.2.4、2.2.5、3.1.3」

⑤ 医師の健康確保に関する取組
評価項目 ☞ 「1.2.1、1.2.2、1.2.3、2.1.3、2.1.4、3.1.2」
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２．医師労働時間短縮計画について

第6回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料1より



30

２．医師労働時間短縮計画について

第6回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料1より
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２．医師労働時間短縮計画について

第6回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料1より
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２．医師労働時間短縮計画について

第１５回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

第１５回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より



38

２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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各医療機関の評価受審のスケジュール（案）

〇 2024年４月からの時間外労働の上限規制適用に向けて、一斉に医療機関勤務環境評価センターに
よる評価の受審、その結果を踏まえた都道府県によるＢ・連携Ｂ・Ｃ水準の指定を行う必要がある
ことから、2022～2023年度にまず書面で評価を受け、時短の取組と計画案ともに見直しの必要有
と評価された医療機関については、2023年度に追加で訪問評価を受けることとなる。

※都道府県は、書面評価で取組・計画案ともに見直しの必要ありと評価された医療機関について、訪
問評価の結果により又は独自に、見直し内容を確認した上で、Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の指定について
判断することとなる。

〇 評価保留や取組・計画案ともに見直しの必要ありとの評価となった場合の訪問評価、都道府県にお
ける指定の手続きがあることから、評価の受審が遅い場合には2024年4月に指定が間に合わない可
能性がある。事前の準備が不十分な場合には、評価の保留や訪問評価の対象となり、指定が間に合
わない可能性が高いため、そうした事態を避けるため、事前に都道府県の医療勤務環境改善支援セ
ンターに相談し、助言・指導を受けることが望ましい。

〇 2024年度以降、３年後の再指定又は新規の指定に向けて評価を受審する場合には、訪問評価を受
けることとなる。

２．医師労働時間短縮計画について

第14回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料2-1より抜粋一部改変
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２．医師労働時間短縮計画について

第14回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料2-1より抜粋編集

各医療機関の評価受審のスケジュール（案）

（注１）Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の指定や年960時間超の時間外・休日労働の36協定の効力の発⽣は赤い丸の時
点であるが、その前に都道府県による当該指定や36協定の締結準備等を行っておく必要がある。

（注２）指定を受ける業務・研修プログラム単位で評価を受審する必要があるが、一括して受審することも
可能である。
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※（現時点において）医師労働時間短縮計画（案）を作成するにあたり、参考とするもの

第１３回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料１－４
☞ 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）

☞ 医師労働時間短縮計画（ひな型）、作成例、取組例集 付き
☞ https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000806378.pdf

第１４回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料２－２
☞ 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン（評価項目と評価基準）

☞ （※但し、全体評価については、定型的な文で示される方向性）
☞ https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000821910.pdf

２．医師労働時間短縮計画について

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000806378.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000821910.pdf
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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）の構成

１ 概要
２ 作成対象医療機関
３ 計画期間
４ 計画の対象医師
５ 作成の流れ

(1)ＰＤＣＡサイクル､(2)都道府県との関係､(3)公表､(4)計画の見直し
６ 記載事項

６-１ 労働時間と組織管理（共通記載事項）
６-２ 労働時間短縮に向けた取組（任意の記載事項）

７ 評価センターによる評価との関係
８ 計画のひな型／作成例について

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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医師労働時間短縮計画の趣旨・目的等について

2024年４月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始及び2035年度末の連携Ｂ・Ｂ水準の廃
止目標に向けて、医師の健康確保と地域の医療提供体制の確保を両立しつつ、各医療機関における医
師の労働時間の短縮を計画的に進めていく必要

医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関として、まずは医師労働時間短縮計画
を作成し、同計画に沿って、医療機関の管理者のリーダーシップの下、医療機関全体として医師の働
き方改革を進めていくことが重要であり、医療機関の役割と取組を明確にし、医療機関内でできるこ
とは最大限取り組んでいくという観点からも、計画の作成が不可欠

計画は、医師の労働時間を短縮していくために、医療機関内で取り組む事項について作成し、ＰＤＣ
Ａサイクルによる労働時間短縮の取組を進めていくためのもの

計画の作成に当たっては、医療法第30条の19に基づく「医療勤務環境改善マネジメントシステム」と
して、各職種（特に医師）が参加して検討を行う等の手順が想定されており、また、計画について、
ＰＤＣＡサイクルが実効的に回る仕組みを医療機関内で構築していくこともあわせて求められている

計画には①労働時間の短縮に関する目標及び②実績並びに③労働時間短縮に向けた取組状況を記載し、
これに基づきＰＤＣＡサイクルの中で、毎年自己評価を行う

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）の各項目（抜粋）

４ 計画の対象医師
計画の作成単位としては、医療機関を原則
計画の対象職種は、医師のみ（⇒ 医師全員を計画の対象とすることも可能であるし、長時間労働が恒常的

となっている診療科に限定して、診療科単位で作成することも、長時間
労働を行う特定の医師を対象とすることも可能 ）

５ 作成の流れ
(1)ＰＤＣＡサイクル

医療勤務環境改善マネジメントシステムのPDCAサイクルを活用（後述）
各医療機関において、医師を含む各職種が参加する合議体で議論し、対象医師に対し計画内容を
説明し、意見交換する等の手順を踏むことが期待

(2)都道府県との関係
計画の作成や勤務環境改善の取組について、医療勤務環境改善支援センター（各都道府県に設置
医療労務管理アドバイザーと医療経営アドバイザーを配置）に相談し、アドバイスを受けること
ができる
計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に提出する（令和５年度までは任意）
医療機関は、計画に前年度の実績を記入し、また、必要な見直しを行った上で、毎年、都道府県
に提出する。
（令和５年度末以前でも、一度都道府県に提出した場合は、毎年見直し後のものを提出）

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）の各項目（抜粋）

５ 作成の流れ（続き）
(3)公表

計画については公表する必要はないが、医療機関の判断により公表も可

(4)計画の見直し
計画改定する際には、ＰＤＣＡサイクルの中で自己評価を行う

具体的には、各医療機関において直近１年間の労働時間の短縮状況について確認を行い、必要に
応じて目標値の見直しや具体的な取組内容の改善等を行う（ＰＤＣＡサイクルを回す）

見直し後の計画も、毎年、都道府県に提出する

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）の各項目（抜粋）

６ 記載事項
６-１ 労働時間と組織管理（共通記載事項）

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）の各項目（抜粋）

６ 記載事項
６-２ 労働時間短縮に向けた取組（任意の記載事項）

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）の各項目（抜粋）

７ 評価センターによる評価との関係
※ 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン（評価項目と評価基準）（案）を参照。

連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の指定申請前に、指定予定年度を開始年度とした「計画の案」を作成し、事前
に評価センターによる評価を受審する必要がある

都道府県は、評価結果及びその後の改善状況を踏まえて指定

指定後は３年以内に一度の頻度で、評価センターによる評価を受審

令和５年度末までの取組 ⇒ 取組実績として、評価の際に参照される

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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1.1.4 医師労働時間短縮計画の作成

【評価の視点】

医師労働時間短縮計画の作成が適切に行われ、周知、見直しが行われていることを評価する。

【評価の項目と基準（基準においては具体例などを含んで記載）】

17.医師を含む各職種が参加する合議体で議論を行い、医師労働時間短縮計画を作成している（○or×）
18.計画の対象医師に対して、計画の内容について説明するとともに意見交換の場を設けている（○or×）

19.計画を院内に掲示する等によりその内容の周知を図っている（計画の対象医師以外の職員に対しても内容を周知する取組を行っていれば○）

20.１年に１回、ＰＤＣＡサイクルの中で自己評価を行い、労働時間の目標や取組内容について必要な見直しを行っている（○or×）

※番号を○で囲んでいる項目が×の場合には評価保留とする（20については新規の連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水
準の指定に向けた評価の場合は除く。）。

※令和６年度からの連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の指定を受けることを予定している医療機関においては、令
和６年度以降の医師労働時間計画の案の作成について評価を行う。

※労働関係法令に規定された事項及び医療法に規定された医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康
確保措置の実施体制に改善が必要な場合には、その段階では評価を保留し、改善後に再度評価を行う。

２．医師労働時間短縮計画について

医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン（評価項目と評価基準）（令和３年８月）より抜粋・編集
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例えば、以下のような方法が考えられる

・理事長・院長等経営トップ主導のトップダウンによるチームの組成
・問題意識・解決意欲の高い医療スタッフ主導のボトムアップによるチームの組成
・人事・事務部門が中心となったプロジェクト・チームの組成
・既存の委員会（安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会、業務改善委員会等）や会議の活用

いずれの方法による場合も、勤務環境改善の取組は、医療機関全体に関わる課題であ
るため、様々な職種・年代のスタッフを参加させることが重要である。

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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令和６年度 △○×病院 医師労働時間短縮計画の案（作成例）
※令和６年度に向けた指定申請用

（４）策定プロセス

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられ
る。別添（取組例集）参照。

各職種（医師、看護師、●●、●●）から各代表○名が参画する勤務環境改善委員
会を○ヶ月に○回開催し、この計画の案の検討を行った。対象医師やタスク・シフト
先となる職員等を集めた説明会を○回開催し、意見交換を実施するとともに、本計画
の案は医局の他、各職種の職場に掲示している。

※計画の案の段階ではあるが、令和６年度以降の取組の方向性を示すものであり、院内掲
示等により周知を図ることが望ましい。

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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医師の労働時間短縮等に関する大臣指針

第三 各関係者が取り組むべき推奨事項等

三．医療機関に対する推奨事項

（５）労働時間短縮計画のＰＤＣＡサイクルにおける具体的な取組に関する事項

（一）医師を含む各職種が参加しながら、年一回のＰＤＣＡサイクルで、労働時間の状況の分析、
労働時間短縮に向けた計画の作成、取組状況の自己評価を行うこと。

（二）労働時間短縮計画については、対象となる医師に対して、時間外・休日労働時間の上限時
間数及び同計画の内容について十分な説明を行い、意見聴取等により十分な納得を得た上
で作成すること。

（三）各医療機関の状況に応じ、当該医療機関に勤務する医師のうち、時間外・休日労働時間の
上限時間数が年960時間以下の水準が適用される医師についても労働時間短縮計画を自主
的に作成し、同計画に基づいて取組を進めること。

２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料2、第13回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料2 より抜粋・編集
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評価センターによる評価との関係（抜粋）

評価センターの評価の対象は、医療機関における労働時間短縮の取組の状況（取組内
容や取組実績、目標の達成状況等）及び今後の取組の内容（目標や取組目標）であり、
評価センターは、計画の案や計画（以下単に「計画」という。）に記載された内容を
参照して評価を行う。

このため、計画にどのような内容を記載するのか、どのような目標を設定し、その達
成のためにどのような取組目標を立てるのかが重要となる。

評価センターは、客観的な評価基準を元に、また、訪問調査等により確認した事項も
踏まえて評価する。このため、計画に、実現可能性の高い取組目標のみを記載する、
実績を勘案すると不十分と捉えうる目標を設定する等により達成率を高めることは、
必ずしも良い評価結果を生むとは限らない。

２．医師労働時間短縮計画について

医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）（令和３年８月）より抜粋・編集
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度 都道府県医療勤務環境改善担当課長等会議 資料２より
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医師労働時間短縮計画の作成

①まず、労働時間管理など、勤務環境の管理の現状把握（前提）
☞ 医師の勤務実態把握マニュアル（第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料1-3）

☞ 勤務実態調査支援ツール（上記マニュアルに沿ったエクセル表｟関数設定済｠）※勤改センターから提供

②医師労働時間短縮計画作成ガイドライン（案）
及び、医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン（評価項目と評価基準）

を参考に作成
③医師の働き方改革に関する好事例（第15回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料4）

や、いきサポ掲載の好事例等も参考にしつつ、自医療機関の現状や特性に応じ
た医師労働時間短縮計画となるよう作成

④必要に応じて、医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）へ相談

２．医師労働時間短縮計画について
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２．医師労働時間短縮計画について

令和３年度厚⽣労働省委託事業医療従事者勤務環境改善のための助⾔及び調査業務アドバイザー研修会 資料より
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の勤務実態把握マニュアル「把握事項」

第13回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料1-3より抜粋・編集

２．医師の勤務実態の把握
（1）適切な労務管理のために把握すべきこと

労働時間の把握に必要な項目
• 主たる勤務先での労働時間
• 副業・兼業先での労働時間（医師自己申告）
• 労働時間に該当する診療外業務の時間

（研鑽、研究、教育等）
• 「宿日直中」（主たる勤務先及び副業・兼業先を含む）の労働状況
• 副業・兼業先の宿日直許可の有無

休息の確保状況の把握項目
• 連続勤務時間
• 勤務間インターバルの時間

時短等勤務環境改善状況の把握項目
• 休日（暦日で24時間連続して勤務から解放されている日）の有無
• 効率化や削減が可能な業務の時間
• タスクシフト・タスクシェアが可能な業務の時間
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の勤務実態把握マニュアル「調査項目」

第13回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料1-3より抜粋・編集

２．医師の勤務実態の把握
（3）勤務実態の調査

診療業務
・外来
・病棟
・在宅
・手術・検査・処置
・その他の診療業務

診療外業務
・研究
・教育
・研鑽
・その他の診療外業務

留意すべき事項
・宿直・日直
・宅直・オンコール
・副業・兼業先での勤務
・移動時間
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の勤務実態把握マニュアル
勤務実態の分析方法の例（労働時間プロット図）

第13回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料1-3より抜粋・編集

図４－１は横軸を主たる勤務先の労働時間、
縦軸を副業・兼業先の労働時間として、各医
師の 1 週間の労働時間をプロットした散布図
となります。

上側が「主たる勤務先及び副業・兼業先とも
に宿日直中の待機時間を労働時間に含めた」
図、下側が「主たる勤務先及び副業・兼業先
ともに宿日直中の待機時間を労働時間から除
いた」図になります。主たる勤務先及び副
業・兼業先の宿日直許可の取得状況や今後の
取得の可能性に応じて、主たる勤務先または
副業・兼業先のいずれか一方のみ宿日直中の
待機時間を労働時間から除いた場合の検討も
行うことが推奨されます。

どの位置に分布している医師がどの水準に相
当するのかについては、図４－２を参照して
ください。図中に引かれた赤い線が時間外・
休日労働年 960 時間ライン、黒い線が時間
外・休日労働年 1,860 時間ラインとなり、図
４－２の黄色部分の連携 B・B・C-1・C-2水準
を超過している医師を、黒い線より左側の年
1,860 時間以内とすることがまず第１に行う
べきこととなります。
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の勤務実態調査支援ツールの活用

「集計用エクセル」使用の手引き より
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の勤務実態調査支援ツールの活用

「集計用エクセル」使用の手引き より
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の勤務実態調査支援ツールの活用

「集計用エクセル」使用の手引き より
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の勤務実態調査支援ツールの活用

「集計用エクセル」使用の手引き より
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２．医師労働時間短縮計画について

医師の勤務実態調査支援ツールの活用

「集計用エクセル」使用の手引き より
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より

好事例について
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より

好事例について
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より

好事例について
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より編集
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より編集
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より編集
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より編集
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より



82

２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より



83

２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より
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２．医師労働時間短縮計画について

第15回医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料４より
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３．医療勤務環境改善マネジメントシステムについて

医療勤務環境改善マネジメントシ
ステムとは、各医療機関において、
医師、看護職員、薬剤師、事務職
員等の幅広い医療スタッフの協力
の下、一連の過程を定めて継続的
に行う自主的な勤務環境改善活動
を促進することにより、快適な職
場環境を形成し、医療スタッフの
健康増進と安全確保を図るととも
に、医療の質を高め、患者の安全
と健康の確保に資することを目的
として、各医療機関のそれぞれの
実態に合った形で、自主的に行わ
れる任意の仕組みです。

医療勤務環境改善マネジメントシステムとは

医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（詳細説明版資料）、
医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き より編集
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医療勤務環境改善マネジメントシステムとは
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３．医療勤務環境改善マネジメントシステムについて

医療勤務環境改善マネジメントシステム導入のフローと具体的な進め方

医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（詳細説明版資料）、
医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き より編集

ステップ１：方針表明 …トップから方針を周知し、取組をスタートします

自医療機関のミッション及びビジョンを整理します。

トップから職員へ、自医療機関（全体）が、「雇用の質」を向上させるマネジ
メントシステムを導入して勤務環境改善の取組をスタートさせるという宣言
（取組みの必要性については、「医療スタッフの安全と健康を確保することが、
医療の質を高め、患者の安全と健康を守ることにつながる」ことを確認し、自
医療機関のミッション及びビジョンが整理されて含まれていることが望ましい
形です）を行い、職員に浸透させます。

周知は最初だけではなく、継続して行います。
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医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（詳細説明版資料）、
医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き より編集

ステップ２：体制整備 …多職種による継続的な体制を作ります

勤務改善に継続的に取組む推進チームメンバーを決定し、職員に周知します
（支援ツール「推進体制整備シート」があります）。

なお、推進チームにはトップ（トップが難しければ、相応の権限を有する方）
が積極的に関与し、医療機関全体への取組であると位置づけます。

また、推進チームは、関連する部門による多職種のチーム（責任ある発言がで
きる人で構成し、院内における位置づけを明確にします）とし、チームでの議
論内容や決定内容は過程を含めて明文化し、メンバーに共有します。
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ステップ３：現状分析 …客観的な分析により課題を明確化します

「雇用の質」向上のための4つの領域を意識しながら、現状の分析及び把握、及び課題
の整理をします（支援ツール「現状分析シート」があります）。

人事労務管理データ、経営データなどから定量的・客観的に現状分析をし、不足する情
報は、定性的な調査（アンケートやヒアリングなど）により収集します。

データが収集できたら、推進チームにおいて、勤務環境に関する課題（問題を解決する
ために取組むべきこと）を整理します。その際、どういった属性の職員の勤務環境を改
善するかを明確にし、対象に合わせた課題を整理します。課題が多岐に及ぶ場合には、
重要度、緊急度及びコスト等から優先順位付けを行います。

なお、課題抽出と原因分析は、まずは自医療機関の状況全体を広く俯瞰して、優先的に
解決すべき問題を浮き彫りにし、次に個々の問題を深堀りして、その背景にある原因を
特定していくと効率的です。
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ステップ４：目標設定 …ミッション・ビジョンを確認し、目標を設定します

ミッション、ビジョン実現に向けた目標の設定をします（支援ツール「現状診
断・対策立案シート」があります）。

目標を明確にするため、3年後や5年後など一定期間を定め、到達点や達成度を
測定できるよう、可能な限り定量的な数値での目標設定を行います。

また、トップから職員に対して、何のための目標なのかも合わせて設定した目
標値を発信します。
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ステップ５：計画の策定 …目標達成のための実施項目を決めます

現状分析の結果と設定した目標とのギャップや、その原因を踏まえ、無理のない現実的
な計画（具体的な対策とスケジュール｟アクションプラン｠）を作成します（支援ツー
ル「現状診断・対策立案シート」、「アクションプラン・シート」があります）。

その際、各対策の優先順位を考慮し、実施する取組それぞれについて、「誰が」「いつ
までに」「何を」実施していくのかという具体的な実施時期や実施手順等を決めていき
ます。

実施項目は包括的な内容とし、現場の方とのコミュニケーションを図りながら（意見を
聴取しながら）実施項目の導入・展開方法を検討します。

また、必要に応じて柔軟に修正等を行います。

そして、トップから職員に対して継続的に計画内容（なぜ取組むのか、何をどのように
取組むのか）の発信、浸透を行います。
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ステップ６：取組の実施 …１つ１つ着実で継続的な実践をします

策定した計画を実施します（支援ツール「PDCA運営シート」があります）。

計画の進捗状況について定期的に確認し、経営層への報告や職員への周知、必
要に応じて計画の見直しを行います。

また、トップから職員に対して発信を継続して行い、現場の職員の方とのコ
ミュニケーションを継続して行います。

なお、後の振り返りを考慮して、取組んだ内容を記録します。
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ステップ７：評価・改善 …成果を測定し、次のサイクルにつなげます

あらかじめ評価の手順、実施者を定めておき、評価を行います（支援ツール「PDCA運営
シート」があります）。

目標設定の際に設定した具体的な数値目標の達成状況（達成・不達成の理由も含め）を
確認し、改善が必要な場合には優先順位をつけて対応します。

なお、改善を行う場合には、現場の職員の方とのコミュニケーションを通じて解決策を
検討するようにします。あわせて、最終的な「医療の質」向上につながっているかどう
か、また、基盤となる「経営」の安定に効果があったかどうか、確認します。

また、一連のプロセスを評価します。特にアクションプランの計画性や実行性、推進
チームのメンバー選定の評価、改善余地等を検討して次の計画策定に活かし、継続的に
サイクルを回していくことで、勤務環境改善の取組を定着させていきます。



104

３．医療勤務環境改善マネジメントシステムについて

医療勤務環境改善マネジメントシステム導入のフローと具体的な進め方

医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き より



105

医療機関の取組のご支援

令和３年度厚⽣労働省委託事業医療従事者勤務環境改善のための助⾔及び調査業務アドバイザー研修会 資料より

鹿児島県医療
勤務環境改善
支援センター

〒892-0803
鹿児島県鹿児
島市祇園之洲
町5

TEL
099-813-7731

病院に勤務す
る医師の働き
方に関するア
ンケート調査
未提出の医療
機関様は、是
非ともご提出
下さいますよ
うお願い申し
上げます。
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本日は、ご説明をお聞き頂きまして、
大変有難うございました。

今後も、更に『働き方改革』への取
組をご推進ください。

全第３回のセミナーへのご参加
誠にありがとうございました。


